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人口及び世帯数
（3月1日現在）

異動状況
（2月1日～2月28日）

前月比
増

転入 出生 転出 死亡
減

人
　口

男
女
計

世帯

904人
918人

1,822人
880世帯
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人口の動き

※令和8年2月1日～令和8年2月28日届出分
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　小学校入学前（就学前）のお子さんの写真「きらきら★
きっず」の掲載写真を募集しています。
　保育所・保育園のお子さんの写真も大歓迎です。ぜひ、
ご応募ください!お待ちしています。
　■お申込み・お問合せ　企画観光課企画係　32-0502

きらきら★きっず

おくやみ

増　井　照　子

おところ お な ま え 年齢

高　梨 94歳
ます　　 　てる こ

鈴　木　きさゑ峠 95歳
えさき

鍵　　　キヌヱ立　石 85歳
えぬき

令和8年3月26日発行（毎月第4木曜日発行）
※広報伊根は町ホームページからも
　ダウンロードすることができます。
電子書籍ポータルサイト「KYOTO eBOOKS」
からも閲覧することができます。

　URL：http://www.kyoto-ebooks.jp/

　この欄で紹介するおめでたとおくやみは、役場窓口で
届出の際に希望されたもののみを掲載しています。

広

　
　告

泉　朝陽(あさひ)ちゃん（２歳）

いっぱい食べて、たくさん遊んで、
元気に育ってね

泉　慶信さん・怜奈さんの長女(東平田)い

すず　　　き

かぎ　

おところ お な ま え 性別 保護者

男藤　原　天　真 藤原 明生･音夢本庄上
ふじ　

おめでた

てんわら ま
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今月の表紙

第23回伊根町観光写真
コンテスト入賞作品

■
■
■

■

第23回伊根町観光写真コンテスト入賞作品のご紹介…
京都府の伝統芸能が一堂に 河来見翁三番叟…
新たな門出、決意を胸に　
　  令和8年伊根町二十歳記念式…
地域医療を支えて70年　
　  　  本庄診療所が閉院します…

今月の

TOPICS

2.3
4

5

6

「新緑と舟屋」

本田 陽一  氏（京都府 京丹後市）

伊根町長賞



「 

宝
石
箱
に
咲
く
花 

」

　
　
　
　
　
　
柿
原 

英
治  

氏

　
　
　
　
　
　
　（
大
阪
府 

高
槻
市
）

伊
根
町
商
工
会
会
長
賞

「 

伊
根
湾
に
揺
ら
ぐ
夏
の
記
憶 
」

　
　
　
　
　
　
西
田 

達
哉  

氏

　
　
　
　
　
　
　（
京
都
府 

京
丹
後
市
）

京
都
新
聞
賞

3 INE

第 2 3 回 伊 根 町 観 光 写 真 　 　 コ ン テ ス ト 入 賞 作 品 の ご 紹 介

　
２
月
10
日
（
火
）、
ほ
っ
と
館
で
第
23
回

伊
根
町
観
光
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
の
審
査
会
を

開
催
し
ま
し
た
。

　
伊
根
町
の
新
た
な
観
光
資
源
を
発
掘
し
、

そ
の
魅
力
を
広
く
P
R
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
平
成
６
年
か
ら
30
年
に
わ
た
り
実
施
し

て
い
る
本
コ
ン
テ
ス
ト
。
今
年
度
は
51
名
の

写
真
愛
好
家
の
方
々
か
ら
合
計
１
１
８
点
の

応
募
が
あ
り
、
小
林
賢
司
審
査
員
長
（
日
本

「 舟屋に昇る天の川 」
萩原 裕樹  氏
（広島県 福山市）

伊根町文化協会会長賞

「 

伊
根
湾
の
風
景 

」

　
　
　
　
　
　
青
木 

大
祐  

氏

　
　
　
　
　
　
　（
千
葉
県 

我
孫
子
市
）

伊
根
町
観
光
協
会
会
長
賞

伊
根
の
絶
景
、
光
る
一
枚
！

写
真
家
協
会
会
員
）、
伊
根
町
長
、
各
後
援

団
体
長
な
ど
６
名
の
審
査
員
が
厳
正
な
審
査

を
行
い
、
次
の
と
お
り
入
賞
作
品
を
決
定
し

ま
し
た
。

　
入
賞
作
品
は
、
伊
根
町
文
化
振
興
・
多
世

代
交
流
施
設
「
伊
根
の
杜
」
で
令
和
８
年
３

月
９
日
〜
５
月
15
日
ま
で
展
示
す
る
ほ
か
、

観
光
Ｐ
Ｒ
等
に
使
用
し
ま
す
。

※
伊
根
町
長
賞
は
表
紙
に
掲
載
し
て
い
ま
す
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優
し
さ
と
思
い
や
り
の
心
を
育
む

伊
根
保
育
園
で

「
人
権
の
花
」感
謝
状
贈
呈
式

　
２
月
25
日
（
水
）、
伊
根
保
育
園

で
「
人
権
の
花
」
運
動
の
感
謝
状
贈

呈
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
運
動
は
、
こ
ど
も
た
ち
が
協

力
し
て
花
を
育
て
る
こ
と
を
通
じ

て
、
生
命
の
尊
さ
を
実
感
し
、
優
し

さ
と
思
い
や
り
の
心
を
育
む
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
同
園
で
は
、昨
年
10
月
16
日
に「
丹

後
・
中
丹
人
権
啓
発
活
動
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
協
議
会
」
か
ら
京
都
府
の

人
権
の
花
で
あ
る
「
す
い
せ
ん
」
の

球
根
の
贈
呈
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の

後
、
園
児
た
ち
が
す
い
せ
ん
を
大
切

に
育
て
て
き
た
取
り
組
み
に
対
し

て
、
こ
の
た
び
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま

し
た
。

　
伊
根
保
育
園
の
み
な
さ
ん
、
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

公演の様子出番前に町長が激励

　
２
月
28
日
（
土
）、
京
都
市
上
京
区
の
上
七
軒
歌
舞

練
場
で
『
新
・
民
俗
芸
能
大
会
　
京
の
か
が
や
き
２
０

２
６
』
が
開
催
さ
れ
、
伊
根
町
か
ら
翁
会
が
出
演
し
ま

し
た
。

　
公
演
は
、
チ
ケ
ッ
ト
が
早
々
に
完
売
す
る
ほ
ど
の
盛

況
ぶ
り
で
、
当
日
は
３
６
０
名
を
超
え
る
観
客
が
来
場

し
ま
し
た
。
北
は
伊
根
町
か
ら
、
南
は
城
陽
市
ま
で
、

京
都
府
の
５
つ
の
地
域
に
伝
わ
る
多
様
な
伝
統
芸
能
が

一
堂
に
会
し
、
光
と
音
の
演
出
と
融
合
し
た
新
し
い
形

で
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

京
都
府
の
伝
統
芸
能
が
一
堂
に
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
来
見
翁
三
番
叟
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３
月
15
日
（
日
）、
ほ
っ
と
館
で
令
和
８
年
伊
根
町
二
十
歳

記
念
式
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
今
年
度
、
二
十
歳
と
い
う
人
生
の
節
目
を
迎
え
た
の
は
９

名
。
当
日
は
、
彼
ら
の
成
長
を
見
守
っ
て
こ
ら
れ
た
方
々
や
、

母
校
の
恩
師
も
お
祝
い
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
吉
本
町
長
が
「
人
生
一
度
き
り
、
自
分
の
人

生
の
主
役
は
自
分
、
大
い
な
る
志
を
抱
い
て
、
人
生
の
一
コ

マ
一
コ
マ
に
意
欲
と
気
概
を
持
っ
て
臨
ん
で
く
だ
さ
い
。」
と

激
励
の
言
葉
を
贈
り
ま
し
た
。
　

　
こ
れ
に
対
し
、
出
席
者
を
代
表
し
て
森
田
美
珠
姫
さ
ん
が

「
私
た
ち
は
今
後
も
、
友
と
互
い
に
励
ま
し
あ
い
、
助
け
合
い

な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
伊
根
町
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
、

自
ら
の
夢
の
実
現
に
向
け
て
邁
進
し
て
い
く
決
意
で
あ
り
ま

す
。」
と
、
力
強
く
謝
辞
と
決
意
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

令
和
８
年 

伊
根
町
二
十
歳
記
念
式

京都地方法務局宮津支局　尾﨑支局長から
感謝状を受けとる伊根保育園 井上園長

新たな門出、決意を胸に　
生
ま
れ
育
っ
た
伊
根
町
で
の
絆
を
胸
に
、
新
た
な
一
歩

を
踏
み
出
し
た
皆
さ
ん
が
切
り
拓
く
未
来
が
、
希
望
に
満

ち
た
輝
か
し
い
も
の
に
な
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

　
二
十
歳
の
皆
様
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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令
和
９
年
４
月
に
再
編
す
る
伊
根
町
立
小
学
校
の
名
称
を
募
集
し
ま
す
！

　
現
在
２
校
あ
る
伊
根
町
立
小
学
校
は
、
令
和
９
年

４
月
に
、
新
し
い
小
学
校
と
し
て
１
つ
に
再
編
さ
れ

ま
す
。
こ
の
「
再
編
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
ど
ち
ら
か

一
方
の
小
学
校
が
他
方
の
小
学
校
を
結
合
す
る
形
で

は
な
く
新
た
な
学
校
を
「
創
立
」
す
る
と
い
う
根
本

的
な
考
え
方
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
再
編
さ
れ
た

新
小
学
校
が
未
来
に
向
け
て
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出

せ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
皆
様
か
ら
末
永
く
愛
さ
れ
る

学
校
と
な
り
ま
す
よ
う
幅
広
く
校
名
を
募
集
し
ま
す
。

　
た
く
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

　
公
募
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

応
募
資
格
　

令
和
８
年
４
月
９
日
現
在
で
伊
根
町
に
住
所
を
有
す

る
個
人

応
募
方
法
　

応
募
用
紙
の
提
出
ま
た
は
応
募
フ
ォ
ー
ム
（
Q
R

コ
ー
ド
）
か
ら
の
回
答

※
回
答
用
Q
R
コ
ー
ド
を
印
刷
し
た
応
募
用
紙
は
、

４
月
に
戸
別
配
布
及
び
い
ね
ば
ん
で
配
信
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
伊
根
の
杜
、
本
庄
地
区
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
及
び
伊
根
町
教
育
委
員
会
窓
口
で

配
架
し
ま
す
。

募
集
期
間
　

令
和
８
年
４
月
９
日
（
木
）
か
ら
５
月
11
日
（
月
）
ま
で

※
書
面
に
よ
る
提
出
の
場
合
は
、
締
切
日
必
着

応
募
上
の
注
意
事
項

注
意
事
項
を
ご
確
認
の
上
、
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

・
応
募
者
本
人
が
考
え
た
も
の
を
応
募
し
て
く
だ
さ

い
。（
他
者
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
も
の
）

・
１
回
の
応
募
で
は
、
１
つ
の
校
名
案
と
し
て
く
だ

さ
い
。（
１
回
で
複
数
の
応
募
は
で
き
ま
せ
ん
。）

・
一
人
の
個
人
か
ら
の
応
募
は
５
点
ま
で
と
し
て
く

だ
さ
い
。（
６
点
目
以
降
の
応
募
は
集
計
の
対
象
と

し
ま
せ
ん
。）

・
応
募
に
係
る
費
用
は
、
個
人
負
担
と
し
ま
す
。

・応
募
に
際
し
記
載
し
て
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
は
、

校
名
選
考
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

・
決
定
さ
れ
た
名
称
に
関
す
る
一
切
の
権
利
は
、
伊

根
町
教
育
委
員
会
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

選
考
の
視
点

校
名
は
、
次
の
視
点
か
ら
選
考
し
ま
す
。
単
に
応
募

数
の
多
い
校
名
を
選
ぶ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・「
み
ん
な
で
創
る
　
え
え
ま
ち
　
伊
根
町
」
を
感

じ
ら
れ
る
校
名

・
住
民
が
誇
り
と
愛
着
を
持
て
る
校
名

・
伊
根
町
の
歴
史
、
文
化
を
感
じ
ら
れ
る
校
名

・
明
る
く
未
来
志
向
が
感
じ
ら
れ
る
校
名

・
夢
に
向
か
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
子
ど
も
た
ち
が

連
想
で
き
る
校
名

選
考
の
方
法

校
名
の
選
考
の
流
れ
は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。

（
１
）
公
募

募
集
期
間
内
で
小
学
校
の
名
称
を
公
募
し
ま
す
。

（
２
）
一
次
選
考

教
育
委
員
会
事
務
局
で
応
募
要
件
の
確
認
、
同
名
の

名
称
の
有
無
、
商
標
権
等
の
確
認
等
を
行
っ
た
後
、

伊
根
町
立
小
学
校
再
編
準
備
委
員
会
で
校
名
案
を
30

案
程
度
に
絞
り
ま
す
。

※
応
募
総
数
に
よ
り
、
絞
り
込
む
案
の
数
は
前
後
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
二
次
選
考

一
次
選
考
で
選
ば
れ
た
校
名
案
の
中
か
ら
、
伊
根
町

教
育
委
員
会
で
10
案
程
度
選
び
ま
す
。

（
４
）
三
次
選
考

二
次
選
考
で
選
ば
れ
た
校
名
案
の
中
か
ら
、
伊
根
町

長
、
副
町
長
及
び
教
育
長
の
３
者
に
よ
り
校
名
案
を

決
定
し
ま
す
。

（
５
）
議
会
へ
の
提
出

伊
根
町
議
会
に
伊
根
町
立
小
学
校
の
名
称
変
更
に
係

る
議
案
を
提
出
し
、
最
終
決
定
し
ま
す
。

（
６
）
校
名
の
変
更
時
期

令
和
９
年
４
月
か
ら
新
た
な
校
名
に
な
り
ま
す
。

【
担
当
・
応
募
書
類
提
出
先
】

〒
６
２
６-

０
４
９
３

伊
根
町
字
日
出
６
５
１
番
地

　
伊
根
町
教
育
委
員
会
事
務
局
　

　
学
校
教
育
係
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本
庄
診
療
所
は
、
昭
和
29
年
11
月
に

本
庄
宇
治
で
開
設
し
、
平
成
10
年
4
月

に
現
在
の
本
庄
上
へ
新
築
移
転
し
ま
し

た
。
開
設
以
来
、
本
庄
宇
治
で
43
年
、

本
庄
上
で
27
年
、
あ
わ
せ
て
70
年
と

5
ヶ
月
に
わ
た
り
地
域
医
療
の
拠
点
と

し
て
診
療
を
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
こ

の
度
、
令
和
8
年
3
月
末
を
も
っ
て
閉

院
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
長
年
に
わ
た
る
皆
様
の
ご
厚
情
に
、

心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
閉
院
後
も
歯
科
診
療
は
現
在

の
本
庄
診
療
所
施
設
で
受
診
い
た
だ
け

ま
す
。

　
内
科
等
の
医
科
診
療
は
、
伊
根
診
療

所
で
の
対
応
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

閉
院
後
の
診
療
体
制（
令
和
8
年
4
月
以
降
）

【
医
科
（
内
科
な
ど
）】

伊
根
診
療
所
（
伊
根
町
字
日
出
６
４
６

番
地
）
に
ご
来
院
く
だ
さ
い
。

【
歯
科
】

現
在
の
施
設
（
本
庄
診
療
所
）
で
継
続

し
て
受
診
で
き
ま
す
。

　
火
曜
日
　
午
後
の
み
（
要
予
約
）

　（
☎
３
３-

０
４
１
３
）

平成20年
12月

平成10年
4月

令和4年
3月

地域医療を支えて 70年　
　　　　本庄診療所が閉院します
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上
下
水
道
事
業
審
議
会
　
料
金
据
え
置
き
を
答
申

　
　
簡
易
水
道
料
・
下
水
道
使
用
料
、
現
行
料
金
維
持
へ

将
来
も
安
心
な
水
を

簡
易
水
道
・下
水
道
事
業

 

　
　「
経
営
戦
略
」を
改
定

　
２
月
４
日
（
水
）、
伊
根
町
上
下

水
道
事
業
審
議
会
で
簡
易
水
道
料
金

及
び
下
水
道
使
用
料
の
据
え
置
き
に

関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
同
審
議
会
は
学
識
経
験
者
や
住
民

で
組
織
さ
れ
、
町
の
上
下
水
道
事
業

の
経
営
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
を
行

う
機
関
で
す
。
こ
の
度
、
町
長
か
ら

の
「
簡
易
水
道
料
金
及
び
下
水
道
使

用
料
の
据
え
置
き
」の
諮
問
を
受
け
、

開
催
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
人
口
減
少
や
施
設
の
老
朽
化
が
進

む
中
、
将
来
に
わ
た
り
安
定
し
て
水

道
・
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
、
簡
易
水
道
事
業
及
び
下
水
道

事
業
の
経
営
戦
略
を
改
定
し
ま
し

た
。

　
今
回
の
改
定
で
は
、
令
和
７
年
度

か
ら
令
和
16
年
度
ま
で
の
10
年
間
に

予
測
さ
れ
る
厳
し
い
経
営
環
境
を
見

据
え
、
経
営
の
効
率
化
を
図
る
と
と

も
に
、
老
朽
化
対
策
に
必
要
な
工
事

費
や
維
持
管
理
費
を
予
測
し
、
長
期

的
な
視
点
に
立
っ
た
投
資
・
財
政
計

画
を
定
め
て
い
ま
す
。
内
容
と
し
て

は
、
人
口
減
少
に
伴
い
料
金
収
入
の

減
少
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
さ
ら

な
る
経
営
改
善
を
行
っ
た
上
で
料
金

の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
、
役
場
地
域
整
備
課
及
び

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
表
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

吉本町長へ答申書を手渡す白須会長（中央）と坂田副会長（左）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

こ
ち
ら

　
今
回
の
審
議
会
で
は
、
会
長
に
白

須
剛
氏
、
副
会
長
に
坂
田
一
弘
氏
が

選
出
さ
れ
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
近

年
の
物
価
高
騰
や
人
口
減
少
に
よ
る

厳
し
い
経
営
環
境
下
に
あ
っ
て
も
、

「
簡
易
水
道
料
金
及
び
下
水
道
使
用

料
の
据
え
置
き
は
妥
当
で
あ
る
」
と

の
判
断
に
至
り
ま
し
た
。

　
一
方
で
、
将
来
に
わ
た
り
事
業
を

安
定
的
に
継
続
す
る
た
め
、
特
に
下

水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
料
金
改

定
を
含
む
資
金
調
達
の
手
段
を
早
期

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
後
も
業
務
の
効
率
化
に

努
め
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
審
議

会
を
開
催
し
て
経
営
状
況
を
精
査
す

る
こ
と
等
の
付
帯
意
見
が
添
え
ら

れ
、
２
月
16
日
（
月
）、
吉
本
町
長

へ
答
申
書
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
伊
根
町
で
は
、
平
成
26
年

度
に
簡
易
水
道
料
金
を
、
平
成
28
年

度
に
下
水
道
使
用
料
を
そ
れ
ぞ
れ
値

下
げ
し
て
い
ま
す
。
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国
保
運
営
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た

　
３
月
下
旬
か
ら
、
一
部
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、

マ
イ
ナ
保
険
証
で
福
祉
医
療
費
の
受
給
資
格
者
情

報
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　
受
診
の
際
に
、
窓
口
の
端
末
で
マ
イ
ナ
保
険
証

を
読
み
取
る
こ
と
で
資
格
確
認
が
で
き
る
た
め
、

紙
の
受
給
者
証
の
提
示
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

■ 

伊
根
町
で
使
え
る
場
所
は
？

「
伊
根
診
療
所
」
で
利
用
可
能
で
す
。

※
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
各
病
院
・

薬
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

対
象
と
な
る
制
度

・
健
や
か
子
育
て
医
療
費
助
成
（
中
学
生
ま
で
）

・
一
人
親
家
庭
医
療
費
助
成

・
障
害
者
（
児
）
医
療
助
成

・
老
人
医
療
費
助
成

※
重
度
心
身
障
害
老
人
健
康
管
理
事
業
は
対
象
外

で
す
。

■ 

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

・
紙
の
受
給
者
証
は
廃
止
せ
ず
、
引
き
続
き
交
付
し

ま
す
。
未
対
応
の
医
療
機
関
も
あ
り
ま
す
の
で
、

病
院
へ
行
く
と
き
は
必
ず
「
紙
の
受
給
者
証
」
も

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
制
度
の
利
用
に
は
、
保
険
証
利
用
登
録
済
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
マ
イ
ナ
保
険
証
）が
必
要
で
す
。

【
お
問
合
せ
】

住
民
生
活
課 

医
療
係
　
☎
３
２-

０
５
０
３

福
祉
医
療
受
給
者
証
と
し
て

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
を
利
用
で
き
ま
す

　
１
月
28
日（
水
）、伊
根
町
国
民
健
康
保
険（
国
保
）

運
営
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
協
議
会
は
、
国
保
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要

事
項
を
審
議
す
る
機
関
で
、
被
保
険
者
代
表
、
医
療

関
係
者
代
表
、
公
益
代
表
の
計
９
名
の
委
員
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
２
回
目
と
な
る
今
回
の
会
議
で
は
、「
令

和
８
年
度 

国
保
事
業
計
画
」
及
び
「
令
和
８
年
度 

国
保
税
の
賦
課
」に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
吉
本
町
長
か
ら
諮
問
さ
れ
た
「
令
和
８
年
度 

国

保
税
の
賦
課
」
に
つ
い
て
は
、慎
重
な
審
議
の
結
果
、

賦
課
目
標
額
を
一
部
引
き
上
げ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
２
月
24
日
（
火
）、
長
谷
川
会
長
か
ら
町
長
へ

答
申
書
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
も
安
定
し
た
国
保
運
営
を
継
続
す
る
た
め
、

町
民
の
皆
様
に
は
医
療
の
適
正
受
診
や
保
険
税
の
期

限
内
納
付
等
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。吉本町長へ答申書を手渡す長谷川会長

賦課目標額（医療分）
賦課目標額（後期支援分）
賦課目標額（介護納付金分）
賦課目標額（子ども・子育て支援金分）
課税限度額
基礎賦課額課税限度額
子ども・子育て者支援金課税限度額
５割軽減対象となる世帯の軽減判定所得の
算定において被保険者等の数に乗ずべき金額
２割軽減対象となる世帯の軽減判定所得の
算定において被保険者等の数に乗ずべき金額

４１,０００円
３５,０００円
４１,０００円
無し 　　　 

１,０９０,０００円
６６０,０００円
無し  　　　

３０５,０００円

５６０,０００円

４１,０００円
３２,０００円
４１,０００円
３,０００円

１,１３０,０００円
６７０,０００円
３０,０００円
３１０,０００円

５７０,０００円

諮問項目 令和7年度 令和8年度
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「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」
は
、
少
子
化

対
策
の
財
源
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
公
的

医
療
保
険
に
加
入
す
る
全
世
代
・
全
経
済
主
体
（
被

用
者
保
険
、
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
）
か
ら
、
医
療
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
所
得
に

応
じ
て
拠
出
を
求
め
る
新
し
い
制
度
で
す
。

　
制
度
の
開
始
に
伴
い
、
伊
根
町
の
国
民
健
康
保

険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
お
い
て
も
令
和
８
年

４
月
か
ら
、
新
た
に
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
分
」
が
保
険
税
（
料
）

に
加
わ
り
ま
す
。

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ：
い
つ
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
か
？

Ａ：
令
和
８
年
４
月
分
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
※
実
際
の
年
間
の
保
険
税（
料
）額
に
つ
い
て
は
、

前
年
の
所
得
が
確
定
し
た
後
の
「
７
月
」
に
通
知

書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

大
学
な
ど
に
進
学
す
る
方
へ
（
マ
ル
学
制
度
）

　
進
学
の
た
め
に
伊
根
町
外
へ
転
出
す
る
場
合
で

も
、
生
計
が
親
元
（
伊
根
町
の
世
帯
）
と
同
一
で

あ
れ
ば
、
引
き
続
き
伊
根
町
の
学
生
用
の
国
民
健

康
保
険
に
加
入
で
き
る
特
例
制
度
（
マ
ル
学
）
が

あ
り
ま
す
。

　
マ
ル
学
の
場
合
、
住
所
は
伊
根
町
外
に
な
り

ま
す
が
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
転
出
前
に

所
属
し
て
い
た
世
帯
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
の

で
、
転
出
先
の
市
区
町
村
で
新
た
に
国
民
健
康

保
険
に
加
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

マ
ル
学
の
方
の
国
民
健
康
保
険
税
は
、
転
出
前

に
所
属
し
て
い
た
世
帯
の
世
帯
主
に
こ
れ
ま
で

ど
お
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
マ
ル
学
の
加
入
や
脱
退
に
は
届
出
が
必
要
で

す
。
左
記
の
表
を
ご
確
認
の
上
、
住
民
生
活
課

医
療
係
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

進
学
に
よ
り
転
出
す
る
と
き

・
国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書
（
お
持
ち
の
場
合

の
み
）

・
在
学
証
明
書
や
学
生
証
（
写
し
で
も
可
）
な
ど

入
学
の
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類

す
で
に
進
学
の
た
め
転
出
し
て
い
る
方
が
新
た

に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き(

例:

親

が
会
社
を
退
職
し
社
会
保
険
を
喪
失
し
た
の

で
、
新
た
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き)

・
資
格
喪
失
証
明
書
な
ど
社
会
保
険
喪
失
の
事
実

が
確
認
で
き
る
書
類
　

・
在
学
証
明
書
や
学
生
証
（
写
し
で
も
可
）
な
ど

在
学
の
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類

社
会
保
険
等
、他
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た
場
合

・
国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書
（
お
持
ち
の
場
合

の
み
）

・
社
会
保
険
資
格
確
認
書
（
共
済
組
合
員
証
等
）

又
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
な
ど
資
格
取
得
日

の
わ
か
る
も
の

返
還
手
続
に
必
要
な
も
の
（
例
：
卒
業
な
ど
で

学
生
で
な
く
な
っ
た
場
合
）

・国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書（
お
持
ち
の
場
合
の
み
）

・
卒
業
証
明
書
や
退
学
証
明
書
な
ど
学
生
で
な
く

な
っ
た
事
実
が
確
認
で
き
る
書
類

高
額
療
養
費
の
申
請
は
お
早
め
に

　
１
か
月
（
１
日
か
ら
末
日
ま
で
）
の
医
療
費

が
高
額
に
な
り
、
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

場
合
、申
請
に
よ
り
超
え
た
分
が
「
高
額
療
養
費
」

と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
申
請
期
限
は
診
療
月
か
ら
２
年
で
す
。
期
限

を
過
ぎ
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

 

★
窓
口
負
担
を
抑
え
る
に
は
？

　「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
ま
た
は
「
限
度
額
適
用
認

定
証
（
※
）」
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
れ

ば
、
支
払
い
は
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り

ま
す
。

（
※
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
「
限
度
額
適
用・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）

Ｑ：
ど
の
よ
う
に
徴
収
さ
れ
ま
す
か
？

Ａ：
国
保
税
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
あ

わ
せ
て
徴
収
し
ま
す
。
別
途
手
続
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

Ｑ：
な
ぜ
医
療
保
険
と
一
緒
に
徴
収
さ
れ
る
の
で
す
か
？

Ａ: 

国
民
健
康
保
険
を
含
む
全
て
の
医
療
保
険
者

は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
、
新
た

に
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分
」
を
被
保

険
者
か
ら
徴
収
し
、
国
に
納
付
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
た
た
め
で
す
。

Ｑ：
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
は
何
に
使
わ
れ

ま
す
か
？

Ａ：
主
に
以
下
の
６
つ
の
事
業
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

①
児
童
手
当
の
拡
充

②
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付

③
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

④
出
生
後
休
業
支
援
給
付

⑤
育
児
時
短
就
業
給
付

⑥
育
児
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除

そ
の
他
、
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、

こ
ど
も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
お
問
合
せ
】

伊
根
町
住
民
生
活
課 

医
療
係
　
☎
３
２-

０
５
０
３
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国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ
　
〜
資
格
確
認
書
、
マ
イ
ナ
保
険
証
、
各
種
届
出
に
つ
い
て
〜

「
資
格
確
認
書
」
に
は
有
効
期
限
が
あ
り
ま
す

　
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
、
従
来
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
は
廃
止
さ
れ
、
マ
イ
ナ
保

険
証
（
保
険
証
利
用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
）
を
お
持
ち
で
な
い
方
に
は
、
代
わ
り

に
「
資
格
確
認
書
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
お
届
け
し
て
い
る
資
格
確
認
書
の
有
効
期

限
は
、
令
和
９
年
３
月
31
日
（
75
歳
に
到
達
さ
れ

る
方
は
誕
生
日
の
前
日
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

便
利
で
安
心
！ 

マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
マ
イ
ナ
保
険
証
に
は
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
だ
登
録
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご

検
討
く
だ
さ
い
。

●
よ
り
良
い
医
療
が
受
け
ら
れ
ま
す

過
去
の
診
療
情
報
や
健
診
結
果
を
医
師
と
共
有

で
き
、
検
査
や
投
薬
の
重
複
を
防
げ
ま
す
。

●
高
額
な
窓
口
負
担
が
不
要
に

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
等
が
な
く
て
も
、
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
る
支
払
い
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
確
定
申
告
が
簡
単
に

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
医
療
を
受
け
た
記
録
が
確

認
で
き
、
領
収
書
の
提
出
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

●
救
急
現
場
で
も
活
躍

搬
送
中
の
適
切
な
処
置
や
搬
送
先
の
選
定
に
活

用
さ
れ
ま
す
。

　
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」
は
、
少
子
化

対
策
の
財
源
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
公
的

医
療
保
険
に
加
入
す
る
全
世
代
・
全
経
済
主
体
（
被

用
者
保
険
、
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
）
か
ら
、
医
療
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
所
得
に

応
じ
て
拠
出
を
求
め
る
新
し
い
制
度
で
す
。

　
制
度
の
開
始
に
伴
い
、
伊
根
町
の
国
民
健
康
保

険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
お
い
て
も
令
和
８
年

４
月
か
ら
、
新
た
に
「
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
分
」
が
保
険
税
（
料
）

に
加
わ
り
ま
す
。

 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ：
い
つ
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
か
？

Ａ：
令
和
８
年
４
月
分
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
※
実
際
の
年
間
の
保
険
税（
料
）額
に
つ
い
て
は
、

前
年
の
所
得
が
確
定
し
た
後
の
「
７
月
」
に
通
知

書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
え
る
た
め
に

　
令
和
８
年
４
月
開
始

　「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

が
始
ま
り
ま
す

国
保
の
加
入
・
脱
退
は
14
日
以
内
に
届
出
を

　
就
職
や
退
職
、
転
出
入
な
ど
で
健
康
保
険
が
変

わ
る
場
合
は
、
14
日
以
内
に
役
場
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
も
、
役
場
で

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

届
出
が
必
要
な
と
き

国
保
に
加
入
す
る
と
き

（
具
体
的
な
ケ
ー
ス
）

・
転
入
し
た
と
き

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き

・
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

国
保
を
や
め
る
と
き

（
具
体
的
な
ケ
ー
ス
）

・
転
出
す
る
と
き

・
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

・
死
亡
し
た
と
き

【
注
意
！
】

　
期
限
内
に
加
入
や
脱
退
の
届
出
を
し
な
か
っ

た
場
合
、
保
険
税
（
料
）
の
二
重
払
い
や
無
保

険
状
態
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ：
ど
の
よ
う
に
徴
収
さ
れ
ま
す
か
？

Ａ：
国
保
税
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
あ

わ
せ
て
徴
収
し
ま
す
。
別
途
手
続
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

Ｑ：
な
ぜ
医
療
保
険
と
一
緒
に
徴
収
さ
れ
る
の
で
す
か
？

Ａ: 

国
民
健
康
保
険
を
含
む
全
て
の
医
療
保
険
者

は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
き
、
新
た

に
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分
」
を
被
保

険
者
か
ら
徴
収
し
、
国
に
納
付
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
た
た
め
で
す
。

Ｑ：
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
は
何
に
使
わ
れ

ま
す
か
？

Ａ：
主
に
以
下
の
６
つ
の
事
業
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

①
児
童
手
当
の
拡
充

②
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付

③
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

④
出
生
後
休
業
支
援
給
付

⑤
育
児
時
短
就
業
給
付

⑥
育
児
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除

そ
の
他
、
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、

こ
ど
も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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　町職員の給与と職員数のあらましをお知らせします。
　このうち診療所、簡易水道、訪問看護などの特別会計職員を除く普通会計から給与を支給している職員の給与と、
特別職（町長、副町長、議会議員など)の報酬を「令和７年地方公務員給与実態調査」などをもとに公表します。
　なお、ここでお知らせする給与は、すべて税金や各種保険料などを差し引く前の額です。

◎職員の初任給等の状況
　（一般行政職・技能労務職）　　　　 （令和7年4月1日時点）

区　　　　分

一般行政職

技能労務職 高校卒

高校卒

大学卒

給料月額

220,000円

備　　考

188,000円

185,700円

国と同じ

◎職員の平均給料月額と平均年齢の状況　　（令和7年4月1日時点）

区分

伊根町

国

一　般　行　政　職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

円
321,617

円
381,879

歳
40.4

歳
41.9

円
332,237

円
414,480

技　能　労　務　職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

歳
51.3

円
294,567

円
337,907

歳
55.4

円
245,700

円
278,032

※職員の平均給与月額及び平均年齢を国家公務員と比較したものです。
　一般行政職とは、医療職、福祉職など専門職を除く職種です。
　技能労務職とは、用務員、給食調理員などの職種です。

◎人件費の状況（令和6年度普通会計決算）

住民基本
台帳人口

（令和6年1月1日）
歳出額Ａ 人件費Ｂ 人件費率

Ｂ／Ａ
（参考）
５年度の
人件費率

人
1,901

千円
3,888,217

千円
685,933

％
17.64

％
15.04

※令和６年度決算に占める人件費の割合です。人件費には、一般職員のほか、町長など
　の給与、会計年度任用職員の給与・報酬、議会議員・消防団員などの特別職に支給さ
　れる報酬が含まれています。

◎職員給与費の状況（令和6年度普通会計決算）

職員数
Ａ 給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

給　　　　与　　　　費 1人あたりの
給与費B/A

人
63

千円
207,207

千円
30,258

千円
87,152

千円
324,617

千円
5,153

※令和６年度普通会計からみた職員給与の内訳です。給与費等は決算額です。

◎職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　（一般行政職）　　　　　　　　　　（令和7年4月1日時点）

区　分 高校卒

一　般　行　政　職

平均給料

1年未満

1～2年未満

2～3年未満

3～5年未満

5～7年未満

7～10年未満

10～15年未満

15～20年未満

20～25年未満

25～30年未満

30～35年未満

35年以上

  220,000円

    －   　 

 237,000円

  －   　 

262,800円

298,200円

322,200円

377,700円

  379,500円

  －   　 

  －   　 

  　 

     　 

  267,700円

  －   　 

371,500円

253,800円

     　

402,000円

 395,300円
※職員数が少ない区分については非公表としています。
〈参考〉ラスパイレス指数
　給与水準を示す目安として「ラスパイレス指数」という指標があります。これは、国家
公務員の給料を100として一定の計算式で算出し、地方公務員の給料を表すものです。
　なお、令和7年の伊根町職員の指数は、97.3となっています。

短大卒

平均給料

大学卒

平均給料

◎期末・勤勉手当の支給率　　　　　　 　（令和7年度）

※職務の級等による加算措置あり。

区　分
期 末 手 当
勤 勉 手 当

支　給　率
年間  2.525月分
年間  2.125月分

国と同じ

備　考

◎退職手当と支給率　　　　　　　  （令和7年4月1日時点）

※早期退職募集制度による加算措置あり。
　「京都府市町村職員退職手当組合」の条例で定められているとおりです。

自己都合
19.6695月分
28.0395月分
34.7355月分
39.7575月分
47.7090月分

応募認定・定年
24.586875月分
33.27075月分
40.80375月分
47.70900月分
47.70900月分

区　分
勤続20年
勤続25年
勤続30年
勤続35年
最高限度額

備　考

国と同じ

◎級別職員数の状況（一般行政職）    （令和7年4月1日時点）

※職員の給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数です。
※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100とならない
　場合があります。

区　分
６　級

５　級

４　級
３　級
２　級
１　級

標準的な職務内容
課 長 ・ 教 育 次 長

係　　　　　　　長
主 任 ・ 主 任 技 師
主　事　・　技　師
主 事（補）・技 師（補）

職員数
6人

8人

8人
11人
11人
4人

構成比
12.5％

16.7％

16.7％
22.9％
22.9％
8.3％

主 幹 ・ 会 計 管 理 者
議会事務局長・課長補佐
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1人
18人
4人
18人
5人
5人
2人
4人
57人
6人
2人
0人
10人
12人
75人

◎その他の手当　　　　　　　　　　　   　（令和6年度決算額）

手当名

管理職
手　当

支　給
実績額 手　当　の　概　要

扶　養
手　当

住　居
手　当

通　勤
手　当

時間外
勤務手当

宿日直
手　当

千円
537

千円
9,532

千円
6,137

千円
3,166

千円
5,699

千円
11,027

課長補佐級以上の職員に支給
 （役職に応じて40,100円から72,700円）

配偶者　 6,500円
子　　　10,000円

特定期間の加算（15歳～22歳）5,000円
父母等　 6,500円

借家の家賃（16,000円を超える場合）に
応じて支給
上限28,000円

自動車などの利用
（片道2km以上 2,000円～31,600円）

  給料月額×12ヶ月×支給割合 
(1週間当たりの勤務時間×52週)－1年間における休日の時間数

1回 4,400円

◎部門別職員数の状況　　　　　　  　（各年4月1日時点）

※診療所３人、訪問看護４人、国保２人、介護保険等２人は公営企業等会計部門「その他」
　に含まれています。
※この表の職員数と「◎級別職員数の状況」などの職員数とは区分が異なるため一致しま
　せん。

◎職員の福利厚生事業（令和6年度決算額）
　地方公務員法の規定により、地方公共団体は、職員のため
の共済制度や福利厚生制度を実施することが定められており、
職員は下記の団体に加入しています。

加入制度

加入団体

共　済　制　度

81,650千円

65,757千円掛　　金
（職　員）

負 担 金
（事業主）

京都府市町村
職員共済組合

○福祉事業
・巡回健診
・人間ドック
・宿泊利用助成
・ライフプラン
　講座  他
○グループ保険

○長期給付
・退職等年金給付
・障害厚生年金
・遺族厚生年金
○貯金事業
○貸付事業

○短期給付
・保険給付
　（病気・ケガ  他）
・休業給付
　（出産・育児休業  他）
・災害給付
　（災害見舞  他）

加入制度

加入団体

福利厚生事業

1,737千円

3,473千円掛　　金
（職　員）

負 担 金
（事業主）

京都府市町村
職 員 厚 生 会

○給付事業
・結婚・子育祝金
・療養見舞金
・災害見舞金
・傷害見舞金
　　　　　　　他

○自己啓発等支援事業
・所属所厚生事業助成
・カフェテリアプラン
　事業
・生涯生活設計講座
　　　　　　　　　他

○総合スポーツ大会
・軟式野球大会
・バレーボール大会
・スポーツ健康交流大会
・丹後半島駅伝大会
　　　　　　　　他

（注）退職手当の「1期の手当額」は、各年4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、
　　　1期（4年＝48月※教育長は3年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

◎特別職の報酬等の状況

給
　
　
料

報
　
　
酬

期
末
手
当

町　長

副町長

教育長

議　長

副議長

議　員

町　長
副町長
教育長
議　長
副議長
議　員

区　分

690,000円

563,000円

527,000円

262,000円

199,000円

170,000円

3.5月分

690,000円

563,000円

527,000円

262,000円

199,000円

170,000円

3.45月分

令和7年度 令和6年度

令和6年
議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木
小　計
教　　育
水　　道
下 水 道
そ の 他
小　計

職　　員　　数　　（人）
部　　　　門

一般行政部門

特別行政部門

公営企業等
会 計 部 門

合　　　　　計

1人
19人
4人
17人
5人
6人
2人
4人
58人
7人
2人
0人
11人
13人
78人

令和7年
1人
17人
4人
18人
5人
5人
2人
4人
56人
6人
2人
0人
10人
12人
74人

令和5年

退
職
手
当

町　長

副町長

教育長

（算定方式） （1期の手当額）（支給時期）
給料月額×在職年数
×100分の530

給料月額×在職年数
×100分の315

給料月額×在職年数
×100分の270

1,462万円

709万円

426万円

任期毎

任期毎

任期毎

※退職手当組合に加入

区　分
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丹
後
海
陸
交
通（
株
）が
運
行
す
る
路
線
バ
ス
全

エ
リ
ア
（
高
速
バ
ス
、
成
相
寺
登
山
バ
ス
を
除
く
）

に
お
い
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
タ
ッ
チ
決

済
及
び
Q
R
コ
ー
ド
決
済
の
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ

れ
ま
す
。

〇
サ
ー
ビ
ス
提
供
開
始
日

令
和
８
年
４
月
１
日
（
水
）

〇
サ
ー
ビ
ス
導
入
エ
リ
ア

路
線
バ
ス
全
エ
リ
ア
（
高
速
バ
ス
、
成
相
寺
登
山

バ
ス
を
除
く
）※
宮
津
市
・
京
丹
後
市
・
伊
根
町
・

与
謝
野
町
に
ま
た
が
る
路
線

〇
ご
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
手
段

　
①
タ
ッ
チ
決
済

　
　（
ク
レ
ジ
ッ
ト･

デ
ビ
ッ
ト･

プ
リ
ペ
イ
ド
）

　
②
Q
R
コ
ー
ド
決
済
（PayPay

、
楽
天
ペ
イ
等
）

※
ご
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
手
段
、

ご
利
用
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
の
Q
R

コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
現
金
で
の
お
支
払
い
も
引
き
続
き
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

丹
海
路
線
バ
ス
全
エ
リ
ア
で

タ
ッ
チ
決
済
・
Q
R
コ
ー
ド
決
済
開
始

丹後海陸交通（株）
ホームページ

おひな様こんにちは

伊根町子育て支援センターぽれぽれ
☎32－0082

　3 月 3 日（火）、桃の節句に合わせてひな祭り会をしま
した。
　この日の主役は、親子で協力して作った「コロコロび
な」。フラワーペーパーを使った手作りのおひな様です。
　こどもたちが一生懸命描いたコロコロびなのお顔は、
どれもあどけなく個性的。こどもたちの健やかな成長と
幸せを願っておひな様を飾り、「かわいいね」とみんなで
笑い合いました。
　飾りつけがひと段落したら、ひなあられや白酒代わり
のカルピスもお供えして、お祝いのひととき。ひなあら
れに興味津々なこどもたちと、見守るお母さんたちの交
流も深まり、室内は終始、温かい空気に満ちていました。
　歌やゲームも楽しみ、時には笑い、時には冷や汗（？）、
そしてちょっぴり恥ずかしさも。
　親子でいろいろな
感情を共有しながら、
心に残るひな祭りと
なりました。
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